
⑪各地区の収集月(●印が入った月が収集申込可能月となります)
収　集　地　区　 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

みぞのどろの収集日程表／不法投棄を見つけたとき

●

●

● ● ●

●

●

塚口町、富松町、武庫之荘東（武庫地区を含む）、塚口本町１～７丁目、南武庫之荘１～５丁目
（武庫地区を含む）、上ノ島町、栗山町、南塚口町（園田地区を含む）、立花町、水堂町（武庫地
区を含む）、三反田町、七松町、西立花町１丁目、西立花町２丁目１～１３・１５～１９・２８～３２
番、西立花町３丁目１～１１・１５・１６番、東七松町、南七松町、大西町、尾浜町、名神町（小田地
区を含む）

● ● ●

塚口本町８丁目、御園、南清水、上坂部、東塚口町、瓦宮、口田中、小中島、若王寺、猪名寺、
食満、田能、椎堂、東園田町、戸ノ内町 ● ● ●

●

● ● ●

●

西難波町、東難波町、蓮川荘園、神田北通、神田中通、神田南通、北城内、北竹谷町、北大物
町、玄番北之町、昭和通、昭和南通、大物町と東大物（小田地区を含む）、竹谷町、建家町、西
大物町、西本町、東本町、南城内、宮内町、大高洲町、開明町、築地、中在家町、初島町全域、
東海岸町、東高洲町、東向島、松島町全域、御園町、玄番南之町、汐町、寺町、西海岸町、西桜
木町、西高洲町、西本町北通、西御園町、西向島町、東桜木町、東浜町、南竹谷町

武
　
庫

園
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中
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小
　
田

大
　
庄

立
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金楽寺町、長洲中通、長洲西通、長洲本通、西長洲町、扶桑町、今福、梶ヶ島、杭瀬北新町、杭
瀬寺島、杭瀬本町、杭瀬南新町、常光寺、長洲東通、久々知、久々知西町、潮江、浜、下坂部
（園田地区を含む）、次屋、西川、神崎町、善法寺町、高田町、額田町、弥生ヶ丘町

扇町、大浜町、末広町、鶴町、道意町、中浜町、平左衛門町、丸島町、元浜町、大庄川田町、琴
浦町、水明町、崇徳院、菜切山町、浜田町、蓬川町、大島、大庄中通、大庄西町、武庫川町、稲
葉荘、稲葉元町、大庄北、西立花町２丁目１４・２０～２７・３３～３５番、西立花町３丁目１２～１４・
１７～２０番、西立花町４・５丁目

武庫之荘、武庫之荘本町（立花地区を含む）、武庫之荘西、常吉、武庫の里、武庫豊町、常松、
西昆陽、武庫町、武庫元町、南武庫之荘６～１２丁目

●

●

● ● ●

●

不法投棄を見つけたとき
●みだりにごみを捨てると、法律により処罰されます

●不法投棄されたごみや、そのごみを捨てた人物・車等を見かけた方

　は、その特徴を確認し、「市内の各警察署」または「家庭ごみ案内

　ダイヤル」に通報してください

●私有地内は、その所有者・管理者の責任において処理してください

尼崎東警察　６４８９－０１１０

尼崎南警察　６４８７－０１１０

尼崎北警察　６４２６－０１１０

家庭ごみ案内ダイヤル
　　　　　　　　 ６３７４－９９９９


